
1 . 当協会で実施する講習

建築物の解体・改修工事の事前調査は、

「建築物石綿含有建材調査者」 の資格が必要です！

建築物石綿含有建材調査者講習

令和５年１０月施行

建築物等の解体または改修の作業を行うときには、対象建築物等の石綿等使用有無について

の調査が必要とされ、令和２年７月の石綿障害予防規則等の改正により、事前調査を実施す

るために必要な知識を有する者として、建築物石綿含有建材調査者が行うことが義務付けられ

ました（石綿則第3 条、関係告示）。

建築物石綿含有建材調査者は、建築物石綿含有建材調査者講習を受講し、修了考査に

合格した者とされています。

なお、施行は令和5 年10 月1 日とされていますが、施行日までに講習を修了し、調査者を

確保しておく必要があります。
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（１）建築物石綿含有建材調査者講習（一般）

（２）建築物石綿含有建材調査者講習（一戸建て等）
※一般建築物：一戸建て等を含むすべての建築物

一戸建て等： 一戸建て住宅および共同住宅（長屋を含む。）の住戸の専有部分。共同住宅の住戸の内部以外

の部分（ベランダ、廊下等の共用部分）や店舗併用住宅は含まれない。

2 . 主な受講資格

（１）石綿作業主任者技能講習修了者

（２） 大学において、建築に関する課程を修めて卒業した後、建築に関して２年以上の

実務経験を有する者

（３） 短期大学において、建築に関する課程を修めて卒業した後、建築に関して３年以上

の実務経験を有する者

（４） 高等学校または中等教育学校において、建築に関する課程を修めて卒業した後、

建築に関して、７年以上の実務経験を有する者

（５） 建築に関して１１年以上の実務経験を有する者

（６） 特定化学物質等作業主任者技能講習を修了した者で、建築物石綿含有建材調査

に関して５年以上の実務経験を有する者

注 ）受講資格はこの他にも規定されています。詳細は、建築物石綿含有建材調査者講習登録規程第7条をご覧ください。



３ . カリキュラム及びテキスト

（１）建築物石綿含有建材調査者講習（一般）

４ . 修了考査 （ 筆記試験 ）

５. お問合せ先（建災防都道府県支部一覧）
本講習は、建災防都道府県支部で実施します。開催時期・受講料については、以下の最寄の支部へお問い合わせください。

※注意：一部実施していない支部もあります

（２） 建築物石綿含有建材調査者講習（一戸建て等）

建築物石綿含有建材

調査者講習テキスト

一戸建て等石綿含有

建材調査者講習テキスト

建設業労働災害防止協会 本部 教育推進部 企画課・教育課

〒108-0014 東京都港区芝5-35-2 安全衛生総合会館７階

TEL：03-3456-0618（教育推進部 企画課・教育課直通）/03-3453-8201（代表）

FAX：03-3456-2458

ホームページ：https://www.kensaibou.or.jp/ 各種講習案内は、こちらからアクセス！

※ 石綿作業主任者技能講習修了者は、一般および一戸建て等の両講習とも、科目「建築物石綿含有建材調査に関する基礎知識１」（1 時間）が免除されます。

※ ※


